
9
月

定

例

会
平成
30年
・
第4回

全
議
案
原
案
の
と
お
り
決
定

　

９
月
定
例
会
は
、
９
月
10
日
か
ら
10
月
３
日

ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
三
条
市
長
の
選
挙
に

お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
」
な
ど
の
条
例
案
件
、

三
条
雨
水
ポ
ン
プ
場
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
な
ど

の
更
新
と
長
寿
命
化
を
図
る
な
ど
の
「
工
事
請

負
契
約
の
締
結
」、
実
学
系
も
の
づ
く
り
大
学

お
よ
び
医
療
系
高
等
教
育
機
関
の
施
設
建
設
事

業
用
地
に
供
す
る
た
め
の「
土
地
の
取
得
」、
医

療
系
高
等
教
育
機
関
の
施
設
建
設
に
係
る
工
事

監
理
委
託
料
や
工
事
請
負
費
、
下
田
地
域
に
お

け
る
診
療
所
の
開
設
に
係
る
経
費
な
ど
約

３
億
４
７
０
０
万
円
を
盛
り
込
ん
だ
「
平
成
30

年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」、
ま
た
平

成
29
年
度
の
各
会
計
に
お
け
る
決
算
の
認
定
な

ど
27
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
案
は
、
各
常
任
委
員

会
な
ら
び
に
決
算
審
査
特
別
委
員
会

な
ど
で
の
審
査
を
経
て
、
採
決
の
結

果
、
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決
、
同

意
、
承
認
ま
た
は
認
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
請
願
の
採
択
な
ど
に
伴

い
、
国
会
や
関
係
行
政
庁
へ
そ
れ
ぞ

れ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

会派名　  　 
（下段は所属議員数）
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自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

無

所

属

議

決

結

果区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 7 5 4 3 2 1

〔市長提出〕

条
　
　
　
例

議第１号
三条市長の選挙における選挙
運動用ビラの作成の公営に関
する条例の一部改正について

公職選挙法の一部改正に伴い、市議会議員の選挙における選挙
運動用ビラの頒布が解禁され、併せて、条例で定めるところにより
当該ビラの作成について無料とすることができることとされたこ
とから、必要な改正を行うもの　施行期日：平成31年３月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第２号
三条市特別職の職員で非常勤
のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について

土地改良法の一部改正に伴い、土地改良区の総代の選挙につい
て選挙管理委員会による管理が廃止されることから、必要な改正
を行うもの　施行期日：平成31年４月１日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市記号式投票に関する
条例の廃止について

本市における選挙の投票方法を統一するため、市長選挙の投票
方法を自書式投票に改めることから、廃止するもの
施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ 

　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　 

他

議第４号 市道路線の認定及び変更に
ついて

認定路線　　６路線　　　実延長　　  779.0ｍ
変更路線　　２路線　　　実延長(増加分)  1,480.0ｍ 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第５号
三条雨水ポンプ場機械設備
改築工事請負契約の締結に
ついて

№１雨水ポンプ用ディーゼル機関および減速機の更新ならびに
同ポンプの長寿命化と№３雨水ポンプ用電動機および同ポンプ
の長寿命化
契約金額 4億4,020万8,000円
契約者　　敦井産業・ケンオウ特定共同企業体

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第６号 旧大崎中学校校舎棟解体工
事請負契約の締結について

鉄筋コンクリート造　地上４階建て
延べ面積 4,010.2㎡
契約金額 2億1,459万6,000円
契約者　　丸勝建設・佐藤建業特定共同企業体

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第７号
新最終処分場被覆施設建築
工事請負契約の一部変更に
ついて

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額　 6億372万円
変更後契約金額  6億653万2,320円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第８号
スポーツ・文化・交流複合施設
アリーナ棟建設建築本体工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 17億4,960万円
変更後契約金額 17億5,867万3,080円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第９号
スポーツ・文化・交流複合施設
アリーナ棟建設電力設備工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 1億9,980万円
変更後契約金額 2億160万2,520円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第10号
スポーツ・文化・交流複合施設
アリーナ棟建設空調設備工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 4億1,580万円
変更後契約金額　 4億1,846万5,440円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第11号
スポーツ・文化・交流複合施設
アリーナ棟建設衛生設備工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 1億6,200万円
変更後契約金額　 1億6,288万4,520円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第12号
スポーツ・文化・交流複合施設
ホール棟建設建築本体工事請
負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 11億2,968万円
変更後契約金額 11億3,549万1,480円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第13号
スポーツ・文化・交流複合施設
ホール棟建設電力設備工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額　 2億1,546万円
変更後契約金額　 2億1,649万320円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第14号
スポーツ・文化・交流複合施設
ホール棟建設空調設備工事
請負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 3億4,020万円
変更後契約金額 3億4,188万5,880円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議 案 賛 否 一 覧 表 ○：議案に対して賛成
×：議案に対して反対
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そ
の
他

議第15号 旧三条小学校解体工事請
負契約の一部変更について

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき変更するもの
変更前契約金額 2億1,394万8,000円
変更後契約金額 2億1,431万5,200円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第16号 土地の取得について
実学系ものづくり大学および医療系高等教育機関の施設建設事
業用地に供するもの
取得面積 上須頃地内　28,505.86㎡
取得価格 14億3,669万5,344円

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ × ○ × 同意

予
　
　
　
　
　
　
算

議第17号 平成30年度三条市一般会
計補正予算

ふるさと三条応援寄附金の増に伴う報償品購入費などの増額や、
医療系高等教育機関の施設建設に係る経費などについて、必要
な予算措置を行うもの
補正額　 3億4,095万5,000円
補正後の額 485億4,479万5,000円

総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第18号
平成30年度三条市国民健
康保険事業特別会計補正
予算

平成29年度の療養給付実績による療養給付費等交付金の償還
金を措置するもの
補正額　 1,732万8,000円
補正後の額 86億7,982万8,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第19号
平成30年度三条市国民健
康保険事業特別会計補正
予算

平成29年度の療養給付実績による国庫負担金等の償還金および
平成29年度決算に伴う剰余金等の国民健康保険事業財政調整
基金への積立金を措置するもの
補正額　 4億2,398万2,000円
補正後の額　 91億381万円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第20号
平成30年度三条市後期高
齢者医療特別会計補正予
算

平成29年度の出納整理期間中に納付された保険料に係る後期高
齢者医療広域連合納付金を措置するもの
補正額　　 3,234万円
補正後の額 10億6,724万円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第21号 平成30年度三条市介護保
険事業特別会計補正予算

平成29年度の介護給付実績による国庫負担金等の償還金および
平成29年度決算に伴う剰余金等の介護給付費準備基金への積
立金を措置するもの
補正額　 1億8,086万3,000円
補正後の額 94億4,886万3,000円

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ 

の 

他

議第22号
平成29年度三条市水道事
業会計未処分利益剰余金
の処分について

地方公営企業法第32条第２項の規定により、平成29年度三条市
水道事業会計未処分利益剰余金を処分するもの
１　当年度未処分利益剰余金  5,429万1,499円
２　利益剰余金処分額　　利益積立金  5,429万1,499円
３　翌年度繰越利益剰余金  0円

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第23号 新最終処分場本体工事請
負契約の一部変更について

地盤改良工の減工および貯留構造物場内道路の施工方法を変更
するため
変更前契約金額　 6億3,288万円
変更後契約金額　 6億1,022万8,080円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

予
　
　
算

議第24号 平成30年度三条市一般会
計補正予算

下田地域における診療所の開設に係る経費のほか、北海道胆振
東部地震の被災地への職員派遣に要する経費について、必要な
予算措置を行うもの
補正額　 627万7,000円
補正後の額 485億5,107万2,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

報
　
　
告

報第１号
専決処分報告について

（平成30年度三条市一般会
計補正予算）

平成30年7月豪雨の被災地へ送る支援物資や災害ボランティアの
派遣などに係る経費や、地震発生時に倒壊の恐れがあるブロック
塀の撤去などに係る経費について、必要な予算措置を行ったもの
補正額　 587万1,000円
補正後の額 482億384万円
専決処分日：平成30年7月30日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

決
　
　
算

認　定
第１号

平成29年度決算の認定に
ついて（三条市一般会計及
び各特別会計）

一般会計決算額　支出　　495億4,019万846円
特別会計決算額　支出 　241億1,153万5,887円 決算審査特別委員会 ○ ○ ○ × ○ ○ 認定

認　定
第２号

平成29年度決算の認定に
ついて
(三条市水道事業会計）

収益的収支決算額　支出　9億9,037万8,202円
当年度純利益　　　　　　　  5,429万1,499円
有収率　　　　　　　　　　　　　　　87.6％

決算審査特別委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定

〔議員発案〕

第１号
厚生年金への地方議会議員
の加入を求める意見書の提
出について

地方議会における人材確保の観点から厚生年金への地方議会議
員の加入のための法整備の早急な実現を要望する意見書を提出
するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、
総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

第２号
学費と教育条件の公私間格
差是正に向けて、私立高校
への助成の充実を求める意
見書の提出について

私立高校生への就学支援金制度の拡充などを要望する意見書を
提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務
大臣、文部科学大臣

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

第３号
学費と教育条件の公私間格
差是正に向けて、私立高校
への助成の充実を求める意
見書の提出について

私立高校生への県独自の学費軽減制度の拡充などを要望する意
見書を提出するもの
提出先：新潟県知事

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

〔請　　願〕
第３号 私学助成の充実を求める請

願
高校における学費と教育条件の公私間格差を是正するため、私学
助成の充実を求めるもの 総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択
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